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今月の表紙

５月３日（祝）、消防フェスタを
行いました。日頃から災害への
備えを万全に。皆さんも、今で
きることを考えてみませんか。

消防フェスタでの
訓練風景



令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　市では、「桐生市庁舎整備基本方針」をもとに、桐生市庁舎建設基
本計画検討有識者会議や、意見提出手続（パブリックコメント）の意
見をふまえ、「桐生市庁舎建設基本計画」を策定しました。
　意見募集手続は３月25日から４月23日まで行い、２人から14件の
意見をいただきました。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ＝総務課庁舎建設準備室（☎内線221・559）

費用

区分 事業費
調査・設計費用 約５億円
建設費用 約 76億円
付帯工事・その他 約９億円

合計 約 90億円

区分 事業費
庁舎整備基金 約 12億円
地方債（合併特例債） 約 78億円

合計 約 90億円

概算事業費
　本体工事費58億円のほか、各種費用を
加算し90億円程度を見込みます。事業費
の縮減とコスト管理に努めます。

財源
　庁舎整備基金と合併特例債を活用しま
す。このほか、今後も活用可能な補助金
を検討し、財政負担の軽減に努めます。

庁舎整備の必要性 建設地と配置部署
　現在の桐生市役所本庁舎は、大規模な地震や水害
により業務継続が困難となる可能性があり、防災拠
点としての役割を果たすことが難しい状況です。ま
た、建物や設備の老朽化により、通常業務において
も支障をきたす可能性があります。
　このような課題を解決する方法として、「耐震改
修を含む大規模改修」と「庁舎の建て替え」を比較
検討した結果、抜本的な解決が図れる「庁舎の建て
替え」により整備することとしました。

　新庁舎の建設地は、現庁舎の敷地です。議事堂と
車両棟を先行解体し、建設スペースを確保します。
現庁舎の延床面積から32パーセントを縮小し、目
標概略面積を11,500平方メートルに設定しました。
　新庁舎は、市長部局や行政委員会の集約を原則と
しますが、子どもすこやか部と地域振興整備局は、
現状の配置のままとします。水道局と教育委員会事
務局も、業務の効率化と独立性を考慮し、他の公共
施設などへの配置を検討します。

建設工事
（24か月） 新庁舎供用

駐車場
外構工事

現庁舎
解体工事

建設スペース建設スペース

新庁舎へ引っ越し

スケジュール

基本設計
（３か月）

実施設計
（11か月）

工事発注
準備

議事堂・車両棟
解体工事

令和６年12月に建設工事を完了し、令和８年３月中の事業完了を目指します。

※各種調査結果によっては、土壌汚染対策や石綿飛散防止対策などが必要になり、変更の可能性があります。

桐生市庁舎建設基本計画桐生市庁舎建設基本計画

現庁舎本館現庁舎本館

現
庁
舎
新
館

現
庁
舎
新
館
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「市役所の機能強化」、「地域の持続可能性」を念頭に５つの基本理念を定めました。

基本理念１

利便性

誰もが利用しやすい庁舎
・�窓口機能の再編や集約、ＩＣＴ（情報通信技術）の導入検討、およびユニ
バーサルデザインの導入により、誰もが利用しやすい庁舎を目指します。
・�来庁者の円滑な施設利用が可能となるように、駐車場や駐輪場を確保しま
す。

基本理念５

環境配慮

環境にやさしい庁舎
・�自然の採光や通風を取り入れ、エコロジー技術やエコマテリアルの活用に
より環境負荷の低減に配慮します。
・�可能な限り敷地内や周縁部に緑を配置し、快適で魅力ある空間形成を目指
します。

基本理念４

まちづくり
地域づくり

桐生のまちとひとに貢献する庁舎
・市民と行政の協働による活動を結び付ける拠点として、まちづくりとひと
　づくりに貢献する庁舎を目指します。
・建物などに使用する素材は、地域産材の採用を検討します。
・多くの市民に親しまれる庁舎として、まちの活性化につながるよう工夫します。

基本理念３

安全性
災害対応

安全で安心な庁舎
・�地震や水害などの災害時における行政機能の維持だけでなく、市民の安
全・安心な暮らしを支える防災拠点とします。
・�新型コロナウイルス感染症（Ｃ

コ ヴ ィ ッ ド

ＯＶＩＤ-19）のような感染症への対策に
も柔軟に対応できるよう工夫します。

基本理念２

柔軟性
長寿命化

将来にわたり使いやすい庁舎
・�社会の変化に柔軟に対応できる執務空間や設備を備えた、シンプルでコン
パクトな庁舎とします。
・�施設の長寿命化や維持管理の効率化、施設改修や設備更新への対応に配慮
し、長期的なライフサイクルコストの縮減につなげます。

新庁舎の基本理念

詳しい防災性能を、次ページでご紹介します。

3 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



防災性能の確保：耐震防災性能の確保：耐震

部位 区分 耐震安全性の目標

構造体

Ⅰ類
大地震発生後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、
人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている（重要度係数 1.5）※

Ⅱ類
大地震発生後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目
標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている（重要度係数 1.25）

Ⅲ類
大地震により、構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著
しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている（重要度係数 1.0）

建築非構造部材
（天井材、照明器具、
窓ガラス・窓枠など）

Ａ類
大地震発生後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施又は危険物の
管理の上で支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標と
し、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている

Ｂ類
大地震により、建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全
確保と二次災害の防止が図られている

建築設備
（配管、発電機、ボイ
ラーなど）

甲類
大地震発生後の人命の安全性確保及び二次災害の防止が図られているとともに、
大きな補修をすることなく必要な設備機能を相当期間継続できる

乙類 大地震後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている

耐震構造 制震構造 免震構造

イメージ図

基本的な

考え方

構造体を堅固にすることで、
地震の揺れに耐える

建築物の柱に組み込んだエネ
ルギー吸収装置（ダンパーな
ど）により、地震の揺れを抑
制する

地面と建築物の間（または柱
頭）に積層ゴムを設置するこ
とで、地震動との共振を避け、
揺れを伝わりにくくする

　国土交通省の「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に準じ、災害応急対策活動の中核的
施設として備えるべき耐震安全性を確保するため、構造体は「Ⅰ類」、建築非構造部材は「Ａ
類」、建築設備は「甲類」に相当する性能を備えた庁舎とします。

　官庁施設の総合耐震計画基準における「災害応急対策活動に必要な施設」としての耐震安全
性を確保するため、以下の３つの構造方式のうち、最も揺れを抑えることができるとされる
「免震構造」を採用します。

※建築物の構造計算上における地震力の割増係数のこと。
　重要度係数 1.5 の場合、建築基準法における通常の 1.5 倍の地震力に対して構造計算を行う。
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こんにちは
市長です

防災性能の確保：耐水害防災性能の確保：耐水害

防災性能を確保したうえで

目指す防災拠点機能
◆防災拠点として必要な安全性の確保

◆司令塔としての迅速・適切な対応が可能な環境確保

◆業務の継続が可能なインフラのバックアップ

◆災害時の様々な対応を想定した空間の確保

　新庁舎は、「Ｂ盛土（高）」を採用します。１階の床面を十分な高さまで上げることで、理論

上起こり得る最大の大雨による洪水発生時でも、庁舎が浸水することなく機能を維持できます。

また、駐車場を美喜仁桐生文化会館（市民文化会館）の地盤面と同じ高さにすることで、災害

時にも相互のアクセスを可能とするほか、公用車の退避場所やその他災害対応に資する活用を

検討します。

Ａ　盛土（低） Ｂ　盛土（高） Ｃ　ピロティ

イメージ図

理論上起こり
得る最大の大
雨洪水時の水
位（プラス 3.0
メートル）

１階床レベル
（Ｆ

フロアレベル

Ｌ）
プラス 0.6 メートル～
（プラス 2.0 メートル）

プラス 3.2 メートル プラス 0.6 メートル

市民課窓口など １
２
３
４
５

盛土
駐車場

１ＦＬ（＋0.6‐2.0）

市民課窓口など １
２
３
４
５

盛土
駐車場

１ＦＬ（＋3.2）

ピロティ
駐車場

１ＦＬ（＋0.6）

市民課窓口など ２
３
４
５
6

アプローチロビー １
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総務課 寺嶋主事総務課 寺嶋主事 総務課 吉川主査総務課 吉川主査
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新型コロナワクチン接種の予約受付新型コロナワクチン接種の予約受付

集団接種

対象＝昭和22年４月２日から昭和26年４月
１日までに生まれた人
予約受付開始日＝６月１日（火）

対象＝昭和26年４月２日から昭和32年４月
１日までに生まれた人
予約受付開始日＝６月14日（月）

71 歳から 74 歳までの人 65歳から 70歳までの人

集団接種の予約は、受付電話回線の混雑を緩和するため、段階的に開始します。
また、予約受付の電話回線を当初の３倍に増設し、土曜日も受け付けることにしました。

対象＝65歳から74歳までの人（昭和22年４月
２日から昭和32年４月１日までに生まれた人）
予約受付開始日＝６月１日（火）
※�保険医療機関への問い合わせは、焦らず落ち
着いて、行ってください。75歳以上の受付
開始時に、各保険医療機関に問い合わせが殺
到してしまったことにより、医療現場が混乱
し、通常診療に影響が出てしまったという実
情があります。各保険医療機関の通常診療に
影響が出ないよう、ご協力をお願いします。

個別接種 県営接種センター
　東毛地区の接種率向上のため、県が県営接種
センターを設置しました。このセンターでの接
種には、桐生市に居住する65歳以上の人も申し
込むことができます。
接種規模＝１日最大1,000人規模
場所＝旧太田市立韮川西小学校跡地（太田市安
良岡町51）
申し込み方法＝県から発表され次第、市ホーム
ページなどでお知らせします。

　ワクチン接種については、国からの「７月末までに高齢者接種を終え
る」という方針表明を受け、接種体制を大幅に見直さなければならない状
況となりました。
　市ホームページや桐生ふれあいメールなどでお知らせした内容が変更に
なるなど、多くの混乱を招いてしまい、申し訳ございませんでした。

ワクチン接種に関するお詫び

キノピー

　65歳から74歳までの人の予約受付を開始します。なお、引き続き、75歳以上で未接種の人の
予約も受け付けています。
　65歳から74歳までの対象者には、５月末に、今号と同じ内容のお知らせを郵送しました。
　ワクチンの供給については十分な量がありますので、落ち着いて予約していただきますよう、
ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ＝�桐生市予約受付センター（コールセンター）（☎ 44‐ 8212）
　　　　　　※月～土曜日、午前９時～午後５時（祝日除く）
　　　　　　※番号の掛け間違いが多く発生しています。番号をよく確認し、電話してください。
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３. すべての人に健康と福祉を

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

桐
生
市
内

1 安部クリニック 45‐ 0794 38 藤井クリニック 20‐ 3055
2 雨宮内科医院 44‐ 7753 39 藤井内科医院 44‐ 8897
3 五十嵐内科医院 22‐ 7043 40 ふじう医院 54‐ 3851
4 石川内科クリニック 47‐ 3014 41 藤江醫院 22‐ 7777
5 いずみ内科 20‐ 8080 42 藤田小児科医院 52‐ 8289
6 大澤医院 52‐ 3312 43 星野クリニック 44‐ 1125
7 大前医院 22‐ 3387 44 細井内科医院 44‐ 3818
8 おりひめ医院 47‐ 1248 45 前川内科医院 53‐ 4114
9 金沢医院 52‐ 0898 46 まろ医院 44‐ 6031
10 かわうち内科クリニック 65‐ 6500 47 水谷胃腸科外科医院 45‐ 2525
11 菊地医院 45‐ 2883 48 三丸医院 22‐ 3419
12 北川内科クリニック 44‐ 7706 49 村岡醫院 45‐ 2888
13 木村クリニック 44‐ 7781 50 森田クリニック 54‐ 8340
14 桐生協立診療所� 53 ‐ 3911 51 森の診療所 47‐ 8118
15 桐生クリニック 54‐ 1350 52 矢部クリニック 45‐ 3711
16 小暮医院 52‐ 6608 53 山口クリニック 54‐ 4153
17 小島内科医院 44‐ 8919 54 山崎医院� 44 ‐ 4925
18 さかいのクリニック 44‐ 8557 55 わたらせリバーサイドクリニック 53‐ 3166
19 さくらクリニック 46‐ 3739

み
ど
り
市

1 会田医院 72‐ 1282
20 耳鼻咽喉科設楽医院� 54 ‐ 1517 2 アイダ痛みのクリニック 30‐ 7077
21 篠原クリニック 52‐ 6750 3 飯山医院 76‐ 9130
22 島村京子クリニック 55‐ 6611 4 稲葉医院 72‐ 1655
23 しむらクリニック 52‐ 5253 5 岩宿クリニック 46‐ 7200
24 下山医院分院 74‐ 3320 6 小保方医院 72‐ 2505
25 下山内科医院 74‐ 3322 7 かぶらぎ内科クリニック 70‐ 7575
26 城田クリニック 22‐ 7211 8 クリニック樹 30‐ 8808
27 新宿医院 44‐ 5930 9 斉藤医院 72‐ 1230
28 関田内科クリニック 54‐ 2511 10 さいとう内科クリニック 47‐ 7770
29 赤南診療所 74‐ 8344 11 さくら耳鼻咽喉科 76‐ 1133
30 たかのす診療所 65‐ 9229 12 菅胃腸科内科小児科医院 72‐ 1240
31 高橋産婦人科医院 53‐ 8531 13 須永医院 73‐ 5811
32 武井内科医院 53‐ 6060 14 寺田内科小児科医院 77‐ 1100
33 田中医院 54‐ 5012 15 萩原医院 72‐ 1025
34 永田医院 22‐ 5122 16 松井内科医院 70‐ 7610
35 はせがわ循環器内科クリニック 44‐ 9041 17 みどり市国民健康保険診療所 76‐ 2135
36 林内科医院 45‐ 2072 18 みらいこどもクリニック 47‐ 8200
37 ひきた小児科クリニック 44‐ 3040

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
1 石川整形外科医院（桐生市） 22‐ 8611 ４ 恵愛堂クリニック（桐生市） 74‐ 2311
2 関内科医院（みどり市） 73‐ 2022 ５ 日新病院（桐生市） 30‐ 3660
3 きたむらクリニック（みどり市） 30‐ 7577 ６ 藤井医院（桐生市） 32‐ 0666

３. すべての人に健康と福祉を

個別接種が可能な保険医療機関

※�このほか、医療従事者への優先接種を実施している保険医療機関などで、６月１日以降に一般接種を開始する保険医
療機関については、順次、市ホームページなどでお知らせします。

新しく追加した保険医療機関

7 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



風水害への備え
「自らの命は、自らが守る」意識を持ち、自宅の
災害リスクととるべき行動を確認しましょう

　
昨
年
は
全
国
各
地
で
大
雨
が
発

生
し
、
令
和
２
年
７
月
豪
雨
で
は
、

河
川
の
氾
濫
や
土
砂
災
害
な
ど
の

甚
大
な
被
害
を
生
じ
た
地
域
も
あ

り
ま
し
た
。
今
年
も
梅
雨
に
入
り
、

雨
が
降
る
日
が
多
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
自
然
災
害
は
、
突
然
の
大

雨
や
降
雨
の
長
期
化
に
よ
り
、
こ

れ
か
ら
の
季
節
に
発
生
す
る
可
能

性
が
高
ま
り
ま
す
。

　
あ
ら
ゆ
る
災
害
に
備
え
、
備
蓄

品
の
点
検
や
補
充
、
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
な
ど
で
避
難
所
の
場
所
や
避

難
経
路
の
確
認
を
行
い
、
日
頃
か

ら
防
災
に
つ
い
て
意
識
し
ま
し
ょ

う
。

　
ま
た
、
今
年
５
月
に
、
警
戒
レ

ベ
ル
に
応
じ
た
住
民
が
と
る
べ
き

行
動
と
市
が
発
令
す
る
避
難
情
報

に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
災
害
時
の
情
報
に
は
細
心
の

注
意
を
払
っ
て
、
各
自
で
行
動
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　避
難
情
報
の
変
更

　
今
年
か
ら
、
市
が
発
令
す
る
避

難
情
報
が
「
高
齢
者
等
避
難
（
警

戒
レ
ベ
ル
３
）
」
、
「
避
難
指
示

（
警
戒
レ
ベ
ル
４
）
」
の
２
段
階

に
な
り
ま
し
た
。
避
難
情
報
を
発

令
す
る
場
合
は
、
桐
生
ふ
れ
あ
い

メ
ー
ル
、
防
災
ラ
ジ
オ
、
防
災
行

政
無
線
（
新
里
・
黒
保
根
地
区
）

な
ど
で
お
伝
え
し
ま
す
。
危
険
が

高
ま
っ
た
場
合
に
は
、
で
き
る
だ

け
地
域
を
限
定
し
て
避
難
情
報
を

発
令
し
ま
す
の
で
、
平
時
に
確
認

し
た
安
全
な
場
所
へ
避
難
し
て
く

だ
さ
い
。
（
下
表
参
照
）

　
　気
象
情
報
を
収
集

　
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
で
大
雨

や
降
雨
の
長
期
化
の
予
報
が
発
表

さ
れ
た
ら
、
そ
の
後
の
気
象
情
報

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
テ
レ
ビ
か

ら
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
放
送
で
は
、

各
地
域
の
雨
量
や
河
川
水
位
な
ど

の
情
報
や
、
市
か
ら
発
表
す
る
避

難
所
の
情
報
な
ど
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
土
砂
災
害
は
、
雨
が
原
因
で
発

生
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
１
時

間
に
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
強

い
雨
が
降
っ
た
り
、
降
り
始
め
て

か
ら
の
雨
量
が
１
０
０
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
を
超
え
た
り
す
る
と
土
砂
災

害
が
起
こ
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
　川
や
山
に
近
寄
ら
な
い

　
降
雨
時
に
河
川
や
用
水
路
を
見

に
行
く
こ
と
は
危
険
で
す
の
で
、

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
洪
水
は

降
雨
時
よ
り
も
少
し
遅
れ
て
起
こ

り
ま
す
。
ま
た
、
が
け
崩
れ
な
ど

は
雨
が
止
ん
だ
後
に
起
こ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
降
雨
後
、
数

日
間
は
注
意
が
必
要
で
す
。

　
　備
蓄
品
の
点
検

　
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場

合
は
、
食
料
品
や
日
用
品
が
品
薄

状
態
や
売
り
切
れ
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
に

備
え
る
た
め
、
日
頃
か
ら
非
常
用

の
食
料
や
飲
料
水
を
最
低
で
も
３

日
か
ら
１
週
間
分
、
備
蓄
し
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
携
帯
用
ト
イ
レ
や

懐
中
電
灯
な
ど
の
日
用
品
も
忘
れ

ず
に
備
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

警戒
レベル 住民がとるべき行動 市が発令する

避難情報など 防災気象情報（一例）

5 　命の危険　直ちに安全確保  　 　緊急安全確保
（できる範囲で発表）

・大雨特別警報
・氾濫発生情報

４ 　　危険な場所から全員避難 　　避難指示 ・土砂災害警戒情報
・氾濫危険情報

３ 　　危険な場所から高齢者は避難 　　高齢者等避難 ・大雨警報
・氾濫警戒情報

２ 　自らの避難行動を確認 ‐ ・大雨注意報
・氾濫注意情報

１ 　災害への心構えを高める ‐ 　早期注意情報

表：災害発生の危険度ととるべき行動（令和３年５月から運用）

　 　 土砂災害防止月間土砂災害防止月間

　国土交通省では、土砂災害
の防止と被害の軽減を目的に、
６月を「土砂災害防止月間」
と定めています。土砂災害の
危険が迫った際には、いち早
く避難ができるように、日頃
から備えておきましょう。

※必ずしも、警戒レベル１から順番どおりに発令するものではありません。
※気象庁から警戒レベル３に相当する防災気象情報が出されても、市が総合的に判断して
「高齢者等避難」を発令しないこともあります。

平時に
確認

問い合わせ＝防災・危機管理課
　　　　　　防災・危機管理担当（☎内線 415）

広報きりゅう令和３年６月号 8



災害時における
新型コロナウイルス感染症対策について

　新型コロナウイルス感染症がまん延している状況において、台風や地震などの自然災害が発生し避難所を開設す
る場合には、感染症対策に万全を期すことが重要です。
　市では、十分な換気やスペースの確保など、可能な限り避難所の衛生環境の確保に努めます。市民の皆さんは、
以下の１・２を確認のうえ、避難所への避難が必要かどうか判断してください。
　また、避難が必要な場合には以下の３・４に注意してください。
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・危機管理担当（☎内線415）

１．自分の住んでいる場所が危険かどうか
　　確認する

　各種ハザードマップを活用して、土砂災害警戒区
域や浸水想定区域、浸水深などを確認し、自分の住
んでいる場所は避難が必要かどうか、事前に把握し
ておきましょう。
　災害による危険度の低い場所にお住まいの人が避
難所に行くことで、避難先で感染リスクが高まらな
いよう、自分の避難行動について検討しましょう。

２．親戚や友人の家などへの避難を検討する

　避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な
場合は、自宅の２階へ避難（垂直避難）したり、安
全な親戚や友人の家などに避難（水平避難）しまし
ょう。

３．自分や家族の健康状態を確認する

　避難所内の感染拡大を防止するため、高熱、強い
だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）、発熱が続く、
咳が続くなどの症状がある人は避難する前に、かか
りつけ医などの保険医療機関または群馬県受診・相
談コールセンター（☎0570‐082‐820）へ連絡
し、指示を受けてください。自分や家族が濃厚接触
者の疑いがある場合も含みます。

４．避難所へ避難する場合の注意点

　咳エチケットなどの基本的な感染対策を徹底し、
避難所では頻繁に手洗いを行ってください。
　万が一、発熱や咳などの症状が出た場合は、速や
かに施設管理者に申告し、指示を受けてください。

　土砂災害ハザードマップ、水害ハザードマップ
は防災・危機管理課（市役所３階）、土木課（市
役所４階）などで配布しています。また、各種ハ
ザードマップは市ホームページからも確認するこ
とができます。

ハザードマップを確認

水害ハザードマップ土砂災害ハザードマップ

　市では、災害時に各組織や
団体の受け入れなど活動が円
滑に行えるよう、他の自治体
や民間企業と応援協定を締結
し、連携がとれる体制を整え
ています。
　また、自主防災組織などの
団体と連携した災害想定訓練
に参加しています。

11. 住み続けられるまちづくりを
13. 気候変動に具体的な対策を

防災・危機管理課　防災・危機管理課　
横倉主事横倉主事

9 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



　対
象
児
童

　対
象
児
童

　
小
学
校
１
～
６
年
生
の
児
童

　
小
学
校
１
～
６
年
生
の
児
童

　申
込
方
法

　申
込
方
法

　
６
月

　
６
月
2525
日
（
金
）
ま
で
に
、
利

日
（
金
）
ま
で
に
、
利

用
を
希
望
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ

用
を
希
望
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
に
、
直
接
入
所
申
込
書
な
ど
を

ブ
に
、
直
接
入
所
申
込
書
な
ど
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
入
所
申
込

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
入
所
申
込

用
紙
な
ど
は
、
各
ク
ラ
ブ
と
市
ホ

用
紙
な
ど
は
、
各
ク
ラ
ブ
と
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
６
月

　
な
お
、
６
月
2525
日
以
降
も
各
ク

日
以
降
も
各
ク

ラ
ブ
で
入
所
申
し
込
み
を
受
け
付

ラ
ブ
で
入
所
申
し
込
み
を
受
け
付

け
ま
す
。
そ
の
場
合
、
児
童
が
加

け
ま
す
。
そ
の
場
合
、
児
童
が
加

入
す
る
傷
害
保
険
の
手
続
き
な
ど

入
す
る
傷
害
保
険
の
手
続
き
な
ど

に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
夏
休
み

に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
夏
休
み

開
始
時
か
ら
入
所
で
き
な
い
場
合

開
始
時
か
ら
入
所
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
各
ク
ラ
ブ
で
は
、
通
年
で
毎
日

※
各
ク
ラ
ブ
で
は
、
通
年
で
毎
日

利
用
す
る
児
童
も
、
随
時
受
け
付

利
用
す
る
児
童
も
、
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

け
て
い
ま
す
。

　コ
ロ
ナ
対
策

　コ
ロ
ナ
対
策

　
各
ク
ラ
ブ
で
は
、
登
所
児
童
の

　
各
ク
ラ
ブ
で
は
、
登
所
児
童
の

健
康
観
察
や
手
指
の
消
毒
、
施
設

健
康
観
察
や
手
指
の
消
毒
、
施
設

の
除
菌
や
換
気
の
実
施
な
ど
、
感

の
除
菌
や
換
気
の
実
施
な
ど
、
感

染
対
策
に
気
を
付
け
て
児
童
を
受

染
対
策
に
気
を
付
け
て
児
童
を
受

け
入
れ
て
い
ま
す
。

け
入
れ
て
い
ま
す
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

夏
休
み
期
間
の
み
の
利
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

区分 学年 保育料① おやつ代・
教材費②

合計
（①+②）

一
般
家
庭

１人目
1～3年生 7,000円

2,000円

9,000円
4～6年生 6,000円 8,000円

２人目
1～3年生 4,000円 6,000円
4～6年生 2,000円 4,000円

ひ
と
り
親
家
庭

１人目
1～3年生 4,000円 6,000円
4～6年生 2,000円 4,000円

２人目
1～3年生 2,000円 4,000円
4～6年生 1,000円 3,000円

３人目以降 1～6年生 無料 2,000円
※３人目以降は、対象要件を満たしている場合、無料

月額の保育料、おやつ代・教材費月額の保育料、おやつ代・教材費

長期休暇保育料長期休暇保育料
・�受入方法①夏休みの該当する月の初日から
末日まで（７月１日から８月31日まで）
　上記１の金額に次の額を加算して徴収。
夏休み（７月分） 2,000 円加算
夏休み（８月分） 3,000 円加算

・受入方法②終業式の日から始業式の日まで
　次の額を徴収（おやつ代・教材費込み）。
夏休み（７・８月分） 15,000 円

場所 クラブ名 電話番号 受入方法

新里東小 新里東小学校放課後児
童クラブ第1・2クラブ 74‐6787 左表 02

の①
境野小 四ツ葉第 1・2クラブ 44‐0607

左表 02
の②

東小 若葉クラブ 47‐2663

相生小
あおぞらクラブ 53‐8953
えのきクラブ 52‐0079

旧天沼幼稚園
（天沼小隣）

第 1・2・3 あまぬま
クラブ 54‐6133

川内小 ニューたんぽぽクラブ 65‐5252

神明小 のびのび・のびっ子ク
ラブ 53‐4116

広沢小 第 1・2広沢なかよし
クラブ 55‐1236

菱小 菱の実クラブ 47‐1003

南小 南小学校第 1・2放課
後児童クラブ 22‐7415

西小 かがやき放課後第 1・
2クラブ 47‐6654

桜木小 さくらクラブ 55‐0105
北小 北小っ子放課後クラブ 46‐2020
梅田南小 清流クラブ 20‐5017

新里中央小 新里中央小学校放課後
児童クラブ第1・2クラブ 74‐6786

新里北小 新里北小学校放課後児
童クラブ 74‐6785

黒保根小 黒保根学童クラブ 96‐2201

放課後児童クラブ一覧放課後児童クラブ一覧

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
夏

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
夏

休
み
期
間
の
み
の
利
用
者
を
募
集

休
み
期
間
の
み
の
利
用
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

し
て
い
ま
す
。

　
す
で
に
各
ク
ラ
ブ
へ
長
期
休
暇

　
す
で
に
各
ク
ラ
ブ
へ
長
期
休
暇

の
み
の
利
用
申
し
込
み
を
行
っ
て

の
み
の
利
用
申
し
込
み
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
新
た
な
手
続
き
は

い
る
場
合
は
、
新
た
な
手
続
き
は

不
要
で
す
。

不
要
で
す
。

　
今
号
の
お
知
ら
せ
は
、
例
年
と

　
今
号
の
お
知
ら
せ
は
、
例
年
と

同
様
に
夏
休
み
が
実
施
さ
れ
た
場

同
様
に
夏
休
み
が
実
施
さ
れ
た
場

合
の
内
容
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

合
の
内
容
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
夏

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
夏

休
み
期
間
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場

休
み
期
間
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場

合
、
ク
ラ
ブ
の
開
所
時
間
や
保
育

合
、
ク
ラ
ブ
の
開
所
時
間
や
保
育

料
な
ど
を
変
更
す
る
場
合
も
あ
り

料
な
ど
を
変
更
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
際
は
、
桐
生
ふ
れ
あ

ま
す
。
そ
の
際
は
、
桐
生
ふ
れ
あ

い
メ
ー
ル
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

い
メ
ー
ル
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ
＝
子
育
て
支
援
課
子

＝
子
育
て
支
援
課
子

育
て
支
援
係
（
☎

育
て
支
援
係
（
☎
4747
１
１
５
０
）

１
１
５
０
）

　開
所
日
・
時
間

　開
所
日
・
時
間

　
月
曜
日
～
土
曜
日
（
午
前
７
時

　
月
曜
日
～
土
曜
日
（
午
前
７
時

3030
分
～
午
後
７
時
）

分
～
午
後
７
時
）

　閉
所
日

　閉
所
日

　
日
曜
日
、
祝
日
、
お
盆
（
８
月

　
日
曜
日
、
祝
日
、
お
盆
（
８
月

1313
日
～
日
～
1616
日
）
な
ど
※
台
風
な
ど

日
）
な
ど
※
台
風
な
ど

に
よ
っ
て
閉
所
す
る
場
合
あ
り

に
よ
っ
て
閉
所
す
る
場
合
あ
り

01

02

03
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１. 貧困をなくそう

８.働きがいも経済成長も

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
支

援
員
・
補
助
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
夏
休
み
な
ど
の
長
期

休
暇
期
間
の
み
働
け
る
人
も
募
集

し
て
い
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、

各
ク
ラ
ブ
へ
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
市
の
登
録
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
子
育
て
支
援
課
子

育
て
支
援
係
（
☎
47
１
１
５
０
）

　募
集
条
件

年
齢
要
件
＝
65
歳
未
満
の
人

勤
務
場
所
＝
各
ク
ラ
ブ

勤
務
日
＝
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま

で
の
間
の
希
望
日

勤
務
時
間
＝
月
曜
日
～
金
曜
日
…

午
後
２
時
か
ら
７
時
ま
で
の
間
の

希
望
時
間
帯
、
土
曜
日
・
長
期
休

暇
な
ど
…
午
前
７
時
30
分
か
ら
午

後
７
時
ま
で
の
間
の
希
望
時
間
帯

賃
金
＝
支
援
員
…
時
給
１
０
０
０

円
、
補
助
員
（
高
校
生
・
大
学
生

支
援
員
・
補
助
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

な
ど
）
…
時
給
９
０
０
円
※
昇
給

制
度
あ
り
。
一
定
の
日
数
以
上
勤

務
し
た
場
合
は
、
勤
務
年
数
な
ど

に
応
じ
て
賞
与
を
支
給
。

保
険
＝
労
災
保
険
に
加
入
。
勤
務

時
間
に
よ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
や

社
会
保
険
に
も
加
入
。

年
次
有
給
休
暇
＝
勤
務
時
間
や
勤

務
日
数
に
応
じ
て
付
与

雇
用
契
約
＝
各
ク
ラ
ブ
の
運
営
主

体
と
雇
用
契
約
を
締
結
※
支
援
員

と
し
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
は
、
放

課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修

の
受
講
が
必
要

　登
録
制
度
と
は

　
登
録
制
度
は
、
登
録
し
た
人
の

希
望
勤
務
条
件
と
各
ク
ラ
ブ
の
雇

用
条
件
が
合
っ
た
場
合
に
、
市
が

そ
の
ク
ラ
ブ
を
紹
介
す
る
制
度
で

す
。
紹
介
後
、
当
該
ク
ラ
ブ
に
お

い
て
、
面
接
な
ど
を
行
っ
た
う
え

で
勤
務
し
ま
す
。
登
録
す
れ
ば
必

ず
雇
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

登
録
方
法
＝
登
録
票
を
直
接
、
Ｅ

メ
ー
ル
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で

子
育
て
支
援
課
（
保
健
福
祉
会
館

１
階
、kosodate@

city.kiryu.
lg.jp

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
47
１
１
５

１
）
へ
。
登
録
票
は
同
課
と
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
電
話

で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
登
録
も
行

っ
て
い
ま
す
。

私たちと一緒に働きませんか？私たちと一緒に働きませんか？

【撮影協力】
さくらクラブ（桜
木小学校放課後児
童クラブ）
感染対策に気を付
けて、毎日児童を
迎えています！

11 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



11. 住み続けられるまちづくりを

　令和４年４月１日採用の、桐生市職員採用試験を行
います。初級職員採用試験は、広報きりゅう７月号で
お知らせします。

▶▶職種・採用予定人数◀◀
上級行政…14人程度
保健師・上級土木・上級建築・上級電気…各若干人

▶▶期日・場所・内容◀◀
試験期日＝７月 11日（日）
試験場所＝美喜仁桐生文化会館
試験内容
　上級行政・保健師…大学卒業程度以上の教養試験、
　適性検査
　上級土木・上級建築・上級電気…大学卒業程度以上
　の教養試験、専門試験、適性検査

▶▶対象◀◀
平成４年４月２日から平成 12年４月１日までに生ま
れた人（保健師については、保健師免許を有するか、
取得見込みの人）

▶▶申し込み◀◀
　６月 18日（金）までに、直接（土・日曜日を除く、
午前８時30分から午後５時15分まで）または郵送（必
着）で、人材育成課（市役所３階、〒 376‐ 8501
桐生市役所）へ。
　試験案内と申込用紙は、同課、総合案内所（市役所
１階）、新里・黒保根支所、各公民館、市ホームペー
ジにあります。
　なお、第１次試験合格者に対する第２次試験は８月
上旬、第２次試験合格者に対する最終試験は９月下旬
の予定です。
問い合わせ＝人材育成課人事給与担当（☎内線 542）

桐生市職員採用試験

　令和４年４月１日採用の、桐生市消防職員上級採用
試験と初級採用試験は、広報きりゅう７月号でお知ら
せします。
問い合わせ＝消防本部総務課庶務係（☎ 47‐ 1701）

消防職員採用試験

「桐生の未来づくり」挑戦者求む！

広報きりゅう令和３年６月号 12



Kiryu News 

生き生き市役所出前講座
　
　市職員が出向いて、市役所の仕事についての説明
や専門知識を活かした実習などを行います。
対象＝市内に居住または勤務・通学する10人以上
のグループ
時間＝午前９時から午後９時まで
場所＝申し込みをするグループが用意した場所
その他＝令和３年度からの新規講座は下記のとおり
です。全96講座のメニューは、市ホームページな
どをご覧ください。
申し込み＝申込用紙に必要事項を記入し、生涯学習
課（市役所４階）へ。申込用紙は、同課、各公民館、
市ホームページにあります。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、中止に
なる場合もあります。
問い合わせ＝生涯学習課社会教育係（☎内線651）

第58回桐生八木節まつりの
一部の行事を開催
　
　新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、８
月に予定している桐生八木節まつりは、一部の行事
のみ開催することに決定しました。
開催方針
　参加者および来場者の適切な行動確保（１メート
ル以上の間隔確保）と身元把握など、十分な感染対
策が講じられる行事のみを実施します。
　十分な感染対策が困難と考えられるため、本町通
りと末広通りの交通規制は実施しません。
実施する行事の期日と場所
祗園祭＝日程は現在調整中です。美和神社において、
関係者のみで神事を実施し、みこし渡

と

御
ぎょ

は中止しま
す。
ダンス八木節＝８月21日（土）に、桐生ガススポ
ーツセンター（桐生市民体育館）で実施する予定で
す。※参加者を制限し、来場者の入場範囲などは現
在調整中です。また、新型コロナウイルス感染状況
によっては、中止になる場合もあります。
中止する行事
八木節おどり、八木節子ども大会、全日本八木節競
演大会、全日本八木節歴代優勝者共演大会（桐生八
木節おどり共演大会）、ジャンボパレード
問い合わせ＝桐生八木節まつり協賛会事務局（観光
交流課観光振興担当内、☎内線339）

低所得の子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）を
支給
　
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、ひとり親の子育て世帯に対し、子育て世帯生活
支援特別給付金を支給します。
支給対象＝次の①～③のいずれかに該当する人
①４月分の児童扶養手当が支給された人（対象者に
　は、４月下旬に納入通知を発送済みです）
②公的年金などを受給しており、４月分の児童扶養
　手当の支給が全額停止された人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
　急変するなど、収入が児童扶養手当支給の対象と
　なる水準まで下がった人　

対象児童＝18歳到達後最初の３月31日が令和４年
３月31日以降である児童。または、申請時点で障
がいの状態にある20歳未満の人。
給付額＝対象児童１人あたり５万円
申請方法＝支給対象者①に該当する人は申請不要で
す。②・③に該当する人は、申請が必要です。子育
て支援課（保健福祉会館１階）または新里・黒保根
支所で手続きをしてください。手続きに必要な書類
がありますので、事前にお問い合わせください。
申請期限＝令和４年２月28日（月）
支給時期＝①に該当する人は、５月11日に児童扶
養手当を支給している口座に振り込みました。②・
③に該当する人は、支給決定後、順次指定された口
座へ振り込みます。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐
1150）

講座名 時間
（分） 担当課

1 桐生市庁舎建設基本計画 30 総務課

2 おりひめバスの乗り方 60 広域連携推進室

3 エンディングノート「わたしのきぼう」
30
～ 60 健康長寿課

令和３年度からの新規講座

13 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



に
、
履
歴
書 （
顔
写
真
） 

添
付
を

持
っ
て
、
直
接
桐
生
ガ
ス
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
（
市
民
体
育
館
、
☎

52
２
３
６
２
）へ
。

福
祉
シ
ョ
ッ
プ

▼
市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー

期
日
＝
6
月
10
日
（
木
）
・
24
日

（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
1
時
30

分▼
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階

期
日
＝
7
月
1
日
（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
1
時

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
（
☎
内
線

３
９
８
）

球
都
桐
生
野
球
史
展
示
会

出
展
資
料
募
集

　
桐
生
市
制
施
行

１
０
０
周
年
・
水

道
創
設
90
周
年
記

念
事
業
「
球
都
桐

生
野
球
史
展
示
会
」

に
展
示
す
る
、
市
の
野
球
に
関
す

る
資
料
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
貴
重
な
資
料
の
散
逸
を
防
ぐ

た
め
、
資
料
の
寄
付
に
も
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
方
法
＝
６
月
30
日（
水
）ま
で

に
、
受
付
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送（
消
印

有
効
）で
、
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
振

興
課（
市
役
所
7
階
、
〒
３
７
６

‐
８
５
０
１
桐
生
市
役
所
）へ
。

受
付
用
紙
は
同
課
ま
た
は
総
合
案

（
仮
称
）黒
保
根
義
務
教
育

学
校
を
開
校
し
ま
す

　
令
和
４
年
４
月
に
、
黒
保
根
小

学
校
と
黒
保
根
中
学
校
を
統
合
し

た
「
施
設
一
体
型
」
の
義
務
教

育
学
校
を
開
校
し
ま
す
。
ま
た
、

「
小
規
模
特
認
校
制
度
」
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
市
内
の
ど
の
地
区

か
ら
で
も
就
学
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
詳
し
い
こ
と
は
広
報
き
り
ゅ

う
９
月
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

▼
義
務
教
育
学
校
の
特
色

①
義
務
教
育
９
年
間
の
学
び
の
連

続
性
を
大
切
に
し
ま
す
。

②
少
人
数
を
生
か
し
た
、
個
に
応

じ
た
指
導
を
行
い
ま
す
。

③
黒
保
根
な
ら
で
は
の
英
語
教
育

・
国
際
理
解
教
育
を
推
進
し
ま
す
。

④
地
域
に
根
ざ
し
、
地
域
と
連
携

・
協
働
し
た
教
育
活
動
を
推
進
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
学
校
教
育
課
（
☎

内
線
６
８
８
）

“
織
都
桐
生
”案
内
人
の
会

観
光
ガ
イ
ド
募
集

　
桐
生
の
ま
ち
を
案
内
し
、
桐
生

の
魅
力
を
伝
え
る
観
光
ガ
イ
ド
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
年
齢
、
経
験

は
問
い
ま
せ
ん
。
桐
生
市
が
好
き

な
人
、
詳
し
く
学
び
た
い
人
の
応

募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

くらしガイド

申
し
込
み
＝
登
録
申
請
書
を
直
接

ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
Ｅ
メ
ー

ル
で
桐
生
市
観
光
物
産
協
会
（
シ

ル
ク
ル
桐
生
内
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

40
１
２
８
３
、kankokyokai.

kiryu@
gm

ail.com

）
へ
。
申

請
用
紙
は
桐
生
市
観
光
物
産
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
市
観
光
物
産

協
会
事
務
局
（
☎
32
４
５
５
５
）

傍
聴
で
き
ま
す

教
育
委
員
会
定
例
会

期
日
＝
６
月
11
日
（
金
）

時
間
＝
午
後
２
時
か
ら
※
当
日
午

後
１
時
30
分
か
ら
１
時
45
分
ま
で

会
場
で
受
け
付
け

場
所
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化
会
館
国

際
会
議
室

募
集
人
数
＝
５
人
（
先
着
順
）

問
い
合
わ
せ
＝
教
育
委
員
会
総
務

課
（
☎
内
線
６
５
４
）

市
民
プ
ー
ル

ア
ル
バ
イ
ト
募
集

期
間
＝
７
月
３
日
（
土
）
～
８
月

29
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５

時
30
分

対
象
＝
中
学
校
を
卒
業
し
た
人
※

監
視
員
は
50
メ
ー
ト
ル
以
上
泳
げ

る
人

時
給
＝
９
０
０
円

募
集
人
数
＝
プ
ー
ル
監
視
員
…
20

人
、
受
付
業
務
…
４
人

申
し
込
み
＝
６
月
11
日（
金
）ま
で

内
所（
市
役
所
１
階
）、
新
里
・
黒

保
根
支
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

振
興
課（
☎
内
線
６
５
７・６
５
８
）

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

駆
除
費
を
補
助

　
駆
除
を
実
施
す
る
前
に
、
環
境

課
ま
た
は
新
里
・
黒
保
根
支
所
市

民
生
活
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

駆
除
費
の
補
助
は
市
の
指
定
事
業

者
が
駆
除
し
た
場
合
に
限
り
ま
す
。

対
象
＝
市
内
に
一
般
住
宅
ま
た
は

併
用
住
宅
を
所
有
し
、
敷
地
内
の

ス
ズ
メ
バ
チ
の
活
動
巣
を
駆
除
し

よ
う
と
す
る
人

自
己
負
担
額
＝
巣
１
個
あ
た
り
６

５
０
０
円
※
特
別
な
作
業
が
必
要

な
場
合
は
別
途
自
己
負
担

申
込
期
限
＝
12
月
24
日
（
金
）

問
い
合
わ
せ
＝
環
境
課
（
☎
内
線

３
１
８
・
３
２
０
）
、
新
里
支
所

市
民
生
活
課
（
☎
74
２
２
１
２
）
、

黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課
（
☎
96

２
１
１
2
）

季
節
資
金
（
夏
季
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

対
象
＝
次
の
全
て
に
該
当
す
る
市

内
の
事
業
者

①
市
内
に
店
舗
、
工
場
、
事
務
所

な
ど
を
持
っ
て
い
る

②
同
一
業
種
を
１
年
以
上
継
続
し

て
い
る

限
度
額
＝
１
０
０
０
万
円
　
↖

広
告
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年
利
＝
１
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

融
資
期
間
＝
６
か
月
以
内

返
済
方
法
＝
分
割
ま
た
は
一
括

申
し
込
み
＝
８
月
31
日
（
火
）
ま

で
に
直
接
制
度
融
資
取
扱
金
融
機

関
へ
。

問
い
合
わ
せ
＝
各
制
度
取
扱
金
融

機
関
、
商
工
振
興
課
（
☎
内
線
５

６
３
）

空
き
店
舗
情
報
を
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

　

入
居
者
を
募
集
し
て
い
る
中
心

市
街
地
内
の
空
き
店
舗
情
報
を
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
※
市
は
実
際
の

取
引
や
契
約
に
関
与
し
ま
せ
ん

対
象
物
件
＝
中
心
市
街
地
内
の
物

件
で
、
不
動
産
業
者
に
管
理
・
仲

介
を
委
託
し
て
い
る
空
き
店
舗
。

※
風
俗
関
連
営
業
を
目
的
と
す
る

店
舗
な
ど
の
場
合
は
、
登
録
で
き

ま
せ
ん
。

対
象
者
＝
当
該
物
件
の
所
有
者
ま

た
は
委
任
状
を
持
つ
不
動
産
業
者

申
し
込
み
＝
申
請
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え

て
直
接
商
工
振
興
課
（
市
役
所
３

階
）
へ
。
申
請
用
紙
と
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
は
、
同
課
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
商
工
振
興
課
（
☎

内
線
５
６
３
）

耐
震
診
断
と
補
強
工
事

　
昭
和
56
年
の
建
築
基
準
法
改
正

よ
り
も
前
に
建
て
ら
れ
た
木
造
住

宅
の
耐
震
化
の
た
め
、
耐
震
診
断

の
結
果
に
応
じ
て
改
修
費
な
ど
を

補
助
し
ま
す
。

対
象
住
宅
①
＝
昭
和
56
年
5
月
31

日
以
前
に
着
工
し
た
、
在
来
軸
組

み
工
法
地
上
2
階
建
て
以
下
の
、

個
人
が
所
有
す
る
住
宅
（
併
用
住

宅
は
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
2
分

の
1
以
上
の
も
の
）

対
象
者
＝
対
象
住
宅
に
居
住
し
、

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人
※
受

付
順
に
審
査
し
、
実
施
対
象
者
を

決
定

▼
木
造
住
宅
耐
震
診
断

募
集
戸
数
＝
予
算
の
範
囲
内
で
5

戸
程
度

費
用
＝
診
断
技
術
者
の
交
通
費
と

し
て
１
０
０
０
円
。
資
料
（
建
築

確
認
通
知
書
ま
た
は
案
内
図
・
平

面
図
）
が
な
い
場
合
は
、
図
面
作

成
料
と
し
て
、
実
費
負
担
（
９
０

０
０
円
程
度
）

申
し
込
み
＝
6
月
7
日
（
月
）
午

前
10
時
か
ら
9
月
30
日
（
木
）
午

後
3
時
ま
で
に
、
印
と
申
請
書
類

を
持
っ
て
直
接
建
築
指
導
課
（
市

役
所
4
階
）
へ
。

▼
耐
震
不
足
の
住
宅
に
対
す
る
改

修
費
な
ど
の
補
助

対
象
住
宅
②
＝
上
記
の
対
象
住
宅

①
を
満
た
し
、
耐
震
診
断
の
結
果
、

上
部
構
造
評
点
が
１
・
０
未
満
の

住
宅

募
集
戸
数
＝
次
の
①
～
④
の
合
計

額
で
予
算
の
範
囲
内

補
助
内
容

①
木
造
住
宅
耐
震
補
強
工
事
補
助

　
上
部
構
造
評
点
１
・
０
以
上
に

な
る
た
め
の
耐
震
補
強
工
事
お
よ

び
工
事
監
理
に
要
す
る
費
用
の
2

分
の
1
以
内
で
、
限
度
額
は
１
０

０
万
円
。

②
簡
易
耐
震
改
修
工
事
補
助

　
地
上
2
階
建
て
の
住
宅
で
、
１

階
の
上
部
構
造
評
点
が
1
・
０
以

上
と
な
る
も
の
や
、
屋
根
全
体
を

軽
い
屋
根
に
ふ
き
替
え
る
も
の
な

ど
の
工
事
お
よ
び
工
事
監
理
費
用

の
2
分
の
1
以
内
で
、
限
度
額
は

50
万
円
。

③
耐
震
補
強
工
事（
従
前
改
修
）補
助

　
②
の
簡
易
耐
震
改
修
工
事
か
ら

引
き
続
き
行
う
耐
震
補
強
に
伴
う

工
事
と
工
事
監
理
に
要
す
る
費
用

の
2
分
の
1
以
内
で
、
す
で
に
交

付
さ
れ
た
補
助
額
と
①
の
限
度
額

の
差
額
を
限
度
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
②
の
工
事
と
重
複
す
る
部
分

を
除
く
。

④
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
設
置
工
事

補
助

　
住
宅
内
に
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
な

ど
を
設
置
す
る
工
事
費
用
の
2
分

の
1
以
内
で
、
限
度
額
は
25
万
円
。

申
し
込
み
＝
6
月
14
日
（
月
）
午

前
10
時
か
ら
9
月
30
日
（
木
）
午

後
3
時
ま
で
に
、
印
と
申
請
書
類

を
持
っ
て
直
接
建
築
指
導
課
（
市

役
所
4
階
）
へ
。
　

問
い
合
わ
せ
＝
建
築
指
導
課
（
☎

内
線
６
７
２
）

用
水
路
に
ご
み
を
捨
て
な
い
で

　
用
水
路
に
ご
み
が
詰
ま
る
と
水

が
あ
ふ
れ
、
道
路
や
家
屋
が
浸
水

す
る
な
ど
の
事
故
や
災
害
に
つ
な

が
り
、
大
変
危
険
で
す
。
ご
み
を

投
げ
入
れ
た
り
、
用
水
路
脇
に
刈

り
草
な
ど
を
放
置
し
た
り
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。
　

問
い
合
わ
せ
＝
農
林
振
興
課
（
☎

内
線
８
４
０
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を

ご
存
じ
で
す
か

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
社
会

福
祉
に
関
わ
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

個
人
情
報
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
（
☎
内
線

２
８
５
）
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
☎
46
４
１
６
５
）

広
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・
直
径
5
～
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る

・
花
弁
の
先
端
が
4
～
5
つ
に
分

か
れ
て
い
る

・
葉
は
細
長
い
楕
円
形
で
両
面
に

毛
が
あ
る

・
開
花
時
期
は
5
月
～
7
月

問
い
合
わ
せ
＝
公
園
緑
地
課
（
☎

内
線
７
６
５
）

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

し
ま
う
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金

額
の
減
額
や
、
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
場
合
が
あ
る
ほ
か
、
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
通
常
の
振
替
日
は
翌
月
末
で
す

が
、
申
し
出
に
よ
り
、
当
月
末
振

替
の
「
早
割
」
に
す
る
こ
と
で
、

１
か
月
あ
た
り
の
保
険
料
が
50
円

割
引
に
な
り
ま
す
。
一
度
手
続
き

を
す
れ
ば
、
毎
月
の
保
険
料
が
指

定
の
預
金
口
座
か
ら
定
期
的
に
引

き
落
と
さ
れ
ま
す
。
ま
と
め
て
前

納
す
る
と
さ
ら
に
お
得
で
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
年
金
事
務
所

（
☎
44
２
３
１
１
）、
市
民
課（
☎

内
線
２
７
３
）

図
書
館
の
休
館

　
図
書
館
と
新
里
図
書
館
で
は
、

資
料
点
検
の
た
め
6
月
15
日（
火
）

か
ら
22
日（
火
）ま
で
休
館
し
ま
す
。

こ
の
期
間
中
の
図
書
の
返
却
は
、

介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験

期
日
＝
10
月
10
日
（
日
）

申
し
込
み
＝
６
月
30
日（
水
）ま
で

に
受
験
申
込
書
な
ど
を
簡
易
書
留

（
消
印
有
効
）で
群
馬
県
社
会
福
祉

協
議
会
福
祉
人
材
課（
前
橋
市
新

前
橋
町
13
‐
12
、
☎
０
２
７
‐
２

８
０
‐
４
１
０
７
）へ
。
試
験
案

内
は
桐
生
保
健
福
祉
事
務
所（
相

生
町
二
丁
目
）、
健
康
長
寿
課（
市

役
所
１
階
）、
新
里
・
黒
保
根
支

所
に
あ
り
ま
す
。

赤
十
字
活
動
資
金
に

ご
協
力
を

　
日
本
赤
十
字
社
（
日
赤
）
は
世

界
中
で
様
々
な
人
道
的
支
援
を
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、

皆
さ
ん
か
ら
の
活
動
資
金
に
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
桐
生
地
区
で
は
、
令
和
2
年
度

に
１
０
１
４
万
１
７
２
２
円
の
活

動
資
金
が
集
ま
り
ま
し
た
。
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
皆
さ
ん
の
ご
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
日
赤
桐
生
市
地
区

事
務
局
（
福
祉
課
内
、
☎
内
線
２

７
１
）

電
気
安
全
出
張
相
談
所

期
日
＝
6
月
13
日
（
日
）
※
雨
天

中
止

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
3
時

場
所
＝
ア
ー
ス
ケ
ア
桐
生
が
岡
遊

園
地

問
い
合
わ
せ
＝
ア
ー
ス
ケ
ア
桐
生

が
岡
遊
園
地
管
理
事
務
所
（
☎
22

７
５
８
０
）

桐
生
地
区
身
体
障
が
い
者

巡
回
相
談

　
肢
体
障
が
い
者
の
補
装
具
判
定

相
談
に
応
じ
ま
す
。

期
日
＝
7
月
14
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
1
時
～
3
時

場
所
＝
み
ど
り
市
厚
生
会
館
（
み

ど
り
市
大
間
々
町
）

申
し
込
み
＝
6
月
25
日
（
金
）
ま

で
に
電
話
で
福
祉
課
（
☎
内
線
２

８
２
）
へ
。

特
定
外
来
生
物
オ
オ
キ
ン
ケ

イ
ギ
ク
の
駆
除
に
ご
協
力
を

　
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
を
見
つ
け

た
ら
根
ご
と
抜
き
と
り
、
市
指
定

の
ご
み
袋
に
入
れ
て
枯
れ
さ
せ
て

か
ら
、
燃
え
る
ご
み
と
し
て
出
し

て
く
だ
さ
い
。
栽
培
や
運
搬
な
ど

は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
特
徴

・
高
さ
は
50
～
70
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル

両
図
書
館
の
閉
館
時
間
用
返
却
口

に
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

道
路
台
帳
附
図
の
閲
覧

　
桐
生
市
道
の
認
定
番
号
や
道
路

幅
員
が
記
載
さ
れ
た
道
路
台
帳
附

図
は
、
土
木
課
（
市
役
所
４
階
）

と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
土
木
課 (

☎
内
線

６
１
４)

令
和
２
年
度
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
制
度

実
施
状
況

▼
情
報
公
開
制
度

　
１
７
９
件
の
公
開
請
求
が
あ
り
、

う
ち
文
書
が
存
在
し
な
か
っ
た
な

ど
の
19
件
を
除
き
、
１
６
０
件
を

公
開
し
ま
し
た
。

▼
個
人
情
報
保
護
制
度

　
７
件
の
開
示
請
求
が
あ
り
、
７

件
を
開
示
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
＝
市
民
相
談
情
報
課

（
☎
内
線
７
７
３
）

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

　
有
効
期
間
（
８
年
）
が
満
了
と

な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
、
毎
年
計

画
的
に
取
り
替
え
て
い
ま
す
。
該

当
者
に
は
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま

す
。
作
業
は
水
道
局
の
青
い
腕
章

を
つ
け
た
水
道
工
事
事
業
者
が
行

い
、
費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

くらしガイド

広
告
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※
作
業
中
は
一
時
的
に
水
道
を
止

め
ま
す
。

期
間
＝
６
月
15
日
（
火
）
～
８
月

５
日
（
木
）

問
い
合
わ
せ
＝
水
道
局
総
務
課

（
☎
内
線
３
２
５
）

施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
食

費
・
居
住
費
を
軽
減
し
ま
す

　
介
護
保
険
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
や

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

際
に
自
己
負
担
す
る
食
費
や
居
住

費
に
つ
い
て
、
次
の
要
件
を
全
て

満
た
す
人
は
負
担
限
度
額
ま
で
自

己
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

①
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で

あ
る

②
施
設
入
所
な
ど
で
世
帯
分
離
を

し
て
い
る
配
偶
者
（
内
縁
関
係
の

人
を
含
む
）
も
市
民
税
非
課
税
で

あ
る

③
本
人
と
配
偶
者
（
内
縁
関
係
の

人
を
含
む
）
が
所
有
す
る
預
貯
金

な
ど
の
資
産
の
合
計
金
額
が
２
０

０
０
万
円
以
下
（
配
偶
者
が
い
な

い
人
は
１
０
０
０
万
円
以
下
）
で

あ
る
。
※
収
入
に
よ
っ
て
上
限
額

が
異
な
り
ま
す
。

▼
申
請

　
軽
減
対
象
と
な
る
人
は
介
護
保

険
負
担
限
度
額
認
定
証
を
交
付
し

ま
す
の
で
、
申
請
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

手
続
き
＝
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

本
人
と
配
偶
者
の
資
産
が
分
か
る

も
の
（
通
帳
や
有
価
証
券
な
ど
）

の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認

書
類
を
持
っ
て
、
直
接
健
康
長
寿

課
（
市
役
所
1
階
）
ま
た
は
新
里

・
黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課
へ
。

▼
更
新

　
す
で
に
介
護
保
険
負
担
額
認
定

証
を
お
持
ち
の
人
は
、
7
月
31
日

で
有
効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
更

新
手
続
き
が
必
要
で
す
。
該
当
す

る
人
に
は
7
月
上
旬
ま
で
に
更
新

申
請
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。

手
続
き
＝
7
月
5
日
（
月
）
か
ら

８
月
31
日
（
火
）
ま
で
に
、
必
要

書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送（
必
着
）

で
同
課
（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は

新
里
・
黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課

へ
。

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
長
寿
課
（
☎

内
線
３
９
０
～
３
９
３
）

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業

　
絵
本
読
み
聞
か
せ
の
後
、
絵
本

を
2
冊
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

対
象
＝
1
歳
未
満
※
3
か
月
児
健

康
診
査
受
診
の
と
き
に
引
換
券
を

配
付

▼
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
と
配
布

・
桐
生
会
場
（
中
央
公
民
館
）

期
日
＝
6
月
16
日（
水
）、
8
月
25

日（
水
）、
10
月
20
日（
水
）、
12
月

15
日（
水
）、
令
和
4
年
2
月
16
日

（
水
）

・
新
里
会
場（
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
）

期
日
＝
7
月
21
日（
水
）、
9
月
15

日（
水
）、
11
月
17
日（
水
）、
令
和

4
年
1
月
19
日（
水
）、
3
月
16
日

（
水
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
11
時
30
分

持
ち
物
＝
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
引
換

券
と
母
子
手
帳

▼
絵
本
の
配
布
の
み

　
令
和
2
年
度
中
に
絵
本
を
引
き

換
え
て
い
な
い
人
も
対
象
で
す
。

※
母
子
手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

期
日
＝
火
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）

時
間
＝
午
前
9
時
～
午
後
3
時

場
所
＝
図
書
館
、
新
里
図
書
館

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

き
れ
い
に
し
よ
う
よ
桐
生

事
業
活
動
協
力
へ
の
お
礼
　

　
令
和
２
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
活
動
が
制

限
さ
れ
る
中
で
ご
協
力
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
＝
土
木
課
（
☎
内
線

５
９
６
）

　市が使用する封筒に掲載する広告を募
集します。
掲載規格＝１枠縦40ミリメートル、横90
ミリメートル、黒一色で封筒裏面に掲載
封筒の規格＝長形３号
使用期間＝納品された封筒を市が使用開
始してから在庫がなくなるまで
応募条件＝市税などの滞納がないこと
　広告掲載基準、掲載の順位などは、公
用封筒広告掲載要綱をご確認ください。
広告掲載要綱と各申込用紙は各課、市
ホームページにあります。
●市民課窓口用封筒
募集枠数＝４枠
費用＝１枠11万6,900円
作製枚数＝５万5,000枚
申し込み＝６月４日（金）から25日（金）ま
でに申込用紙に必要事項を記入し、直接
市民課（市役所１階、☎内線243）へ。
●公用封筒
募集枠数＝４枠
費用＝１枠24万5,600円
作製枚数＝12万枚
申し込み＝６月７日（月）から30日（水）ま
でに申込用紙に必要事項を記入し、直接
総務課（市役所３階、☎内線774）へ。

封筒広告の募集

広
告

17 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



くらしガイド

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
・
国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証
は
簡
易
書
留

で
も
郵
送
で
き
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

と
、
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
対
象
と

な
る
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い

有
効
期
限
の
も
の
を
7
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
す
。
希
望
者
に
は
簡
易

書
留
で
送
付
し
ま
す
。

申
し
込
み
＝
簡
易
書
留
で
の
送
付

を
希
望
す
る
人
は
、
6
月
1
日

（
火
）
か
ら
25
日
（
金
）
ま
で

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
、
電

話
で
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
は
医
療
保
険
課
医
療
助
成
係

（
☎
内
線
２
５
７
）
、
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
は
医
療
保
険

課
国
保
係
（
☎
内
線
２
５
6
）
へ
。

に
っ
こ
り
楽
々
教
室

　
当
日
は
動
き
や
す
い
服
装
と
マ

ス
ク
を
着
用
し
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。
※
風
邪
の
症
状
な
ど
が
あ
る

場
合
に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
＝
市
内
に
居
住
す
る
65
歳
以

上
の
人

申
し
込
み
＝
6
月
7
日
（
月
）
か

ら
直
接
ま
た
は
電
話
で
健
康
長
寿

課
（
市
役
所
１
階
、
☎
内
線
５
５

講
座

宅
配
便
で
パ
ソ
コ
ン
・

小
型
家
電
を
回
収
し
ま
す

　
市
で
は
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

法
認
定
事
業
者
の
リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ

パ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
株
式
会
社
と
協

定
を
締
結
し
、
家
庭
で
不
要
と
な

っ
た
パ
ソ
コ
ン
と
小
型
家
電
を
宅

配
便
で
回
収
し
て
い
ま
す
。

費
用
＝
１
箱（
縦
・
横
・
高
さ
の

合
計
が
１
４
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
内
、重
さ
20
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内
）

１
５
０
０
円（
税
別
）※
パ
ソ
コ
ン

が
あ
る
場
合
、
１
箱
分
の
回
収
量

は
無
料
。
ブ
ラ
ウ
ン
管
モ
ニ
タ
ー

は
追
加
料
金
。
詳
し
く
は
同
社
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w

.r
enet.jp

）を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
清
掃
セ
ン
タ
ー

（
☎
74
１
０
１
０)

教
科
用
図
書
の
展
示
会

　
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
、
令

和
４
年
度
に
使
用
す
る
教
科
書
の

見
本
を
展
示
し
ま
す
。

期
間
＝
６
月
11
日
（
金
）
～
24
日

（
木
）

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時
※

最
終
日
は
午
後
４
時
ま
で

場
所
＝
教
育
研
究
所
（
堤
町
一
丁

目
）

問
い
合
わ
せ
＝
学
校
教
育
課
（
☎

内
線
６
８
３
）

県
営
住
宅
入
居
者
定
期
募
集

対
象
＝
住
宅
に
困
っ
て
い
る
人
※

収
入
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
＝
7
月
１
日
（
木
）
か

ら
15
日
（
木
）
ま
で
に
、
申
込
書

を
専
用
封
筒
に
入
れ
、
郵
送
で
県

住
宅
供
給
公
社
（
前
橋
市
紅
雲
町

一
丁
目
7
‐
12
）
へ
。
申
込
用
紙

は
県
住
宅
供
給
公
社
桐
生
支
所

（
市
役
所
４
階
）
に
あ
り
ま
す
。

入
居
可
能
日
＝
承
認
さ
れ
次
第
、

個
別
に
案
内
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
県
住
宅
供
給
公
社

（
☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
５
８
１
1
）

．住
宅
地
で
の
農
薬
・
除
草
剤

の
飛
散
防
止
に
ご
協
力
を

　
住
民
へ
の
健
康
被
害
を
防
ぐ
た

め
、
住
宅
地
な
ど
に
隣
接
し
た
農

地
、
家
庭
菜
園
で
は
、
農
薬
の
使

用
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。
や
む
を

得
ず
農
薬
を
散
布
す
る
場
合
は
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
病
害
虫
を
早
期
発
見
、
駆
除
す

る
こ
と
で
、
農
薬
の
散
布
回
数
と

量
を
少
な
く
す
る
②
ラ
ベ
ル
に
記

載
さ
れ
た
使
用
方
法
や
注
意
事
項

に
従
い
使
用
す
る
③
強
風
の
日
は

使
用
し
な
い
④
屋
外
に
人
の
い
な

い
早
朝
に
実
施
す
る
⑤
事
前
に
近

隣
の
住
民
な
ど
に
十
分
周
知
す
る
。

立
て
看
板
の
表
示
、
立
入
制
限
範

囲
の
設
定
な
ど
を
行
い
、
散
布
時

や
散
布
直
後
に
、
農
薬
使
用
者
以

外
の
者
が
散
布
区
域
内
に
立
ち
入

ら
な
い
よ
う
措
置
す
る
。

問
い
合
わ
せ
＝
農
林
振
興
課
（
☎

内
線
５
６
９
）

７
）
へ
。

▼
ス
ト
レ
ッ
チ
、
体
操
、
筋
力
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど

期
日
＝
7
月
５
日
か
ら
８
月
2
日

ま
で
の
毎
週
月
曜
日

時
間
＝
午
後
3
時
～
4
時
30
分

場
所
＝
ペ
ア
ー
レ
桐
生
Ｖヴ

ィ

ー
Ｉ
Ｅ

（
宮
前
町
二
丁
目
）

募
集
人
数
＝
15
人
（
先
着
順
）

持
ち
物
＝
飲
み
物
、
汗
拭
き
タ
オ

ル
、
室
内
運
動
靴
、
筆
記
用
具
、

ス
ト
レ
ッ
チ
用
マ
ッ
ト
な
ど

▼
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

な
ど

期
日
＝
6
月
28
日
か
ら
７
月
26
日

ま
で
の
毎
週
月
曜
日

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午 

場
所
＝
グ
レ
イ
ス
広
沢
（
広
沢
町

六
丁
目
）

募
集
人
数
＝
15
人 

（
先
着
順
）

持
ち
物
＝
飲
み
物
、
汗
拭
き
タ
オ

ル
、
室
内
運
動
靴
、
筆
記
用
具
、

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
な
ど

桐
生
市
・
み
ど
り
市
小
学
生

ナ
イ
タ
ー
陸
上
競
技
教
室

期
日
＝
７
月
20
日（
火
）・
21
日

（
水
）・
28
日（
水
）・
29
日（
木
）、

８
月
４
日（
水
）・
５
日（
木
）　

時
間
＝
午
後
６
時
～
８
時
※
７
月

20
日
は
午
後
５
時
30
分
か
ら

場
所
＝
森
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

桐
生
ス
タ
ジ
ア
ム（
陸
上
競
技
場
、

元
宿
町
）

対
象
＝
桐
生
市
と
み
ど
り
市
の
小

学
校
４
年
生
～
６
年
生

募
集
人
数
＝
３
０
０
人（
先
着
順
）

参
加
費
＝
５
０
０
円

申
し
込
み
＝
６
月
12
日（
土
）午
前

10
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
に
、
申

込
書
と
参
加
費
を
持
っ
て
、
直
接

森
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
桐
生
ス
タ

ジ
ア
ム
へ
。
申
込
用
紙
は
市
内
各

小
学
校
と
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
振
興

課（
市
役
所
７
階
、
☎
内
線
６
５

８
）に
あ
り
ま
す
。

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
講
座

申
し
込
み
＝
電
話
で
職
業
訓
練
セ

ン
タ
ー(

☎
54
２
１
０
１)

へ
。
※

土
、
日
、
祝
日
を
除
く

　
詳
細
は
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
　

▼
エ
ク
セ
ル
Ⅴ
Ｂ
Ａ
講
座
～
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門
～

期
日
＝
７
月
６
日
か
ら
令
和
４
年

１
月
25
日
ま
で
の
毎
週
火
曜
日

時
間
＝
午
後
６
時
30
分
～
８
時
30

分対
象
＝
エ
ク
セ
ル
の
応
用
機
能
が

使
え
る
人

募
集
人
数
＝
10
人
（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
３
万
５
６
１
８
円

申
込
締
切
＝
６
月
25
日
（
金
）

▼
日
商
簿
記
３
級
講
座
（
検
定
対

策
補
習
付
）

期
日
＝
７
月
14
日
か
ら
令
和
４
年

３
月
２
日
ま
で
の
毎
週
水
曜
日

時
間
＝
午
後
６
時
30
分
～
８
時
30

分募
集
人
数
＝
20
人
（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
２
万
５
３
０
０
円
　
↖
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桐
生
市
臨
海
子
ど
も
会

桐
生
市
臨
海
子
ど
も
会

参
加
者
募
集

参
加
者
募
集

期
日
＝
①
7
月
24
日（
土
）②
7
月

25
日（
日
）※
各
日
と
も
日
帰
り

場
所
＝
河
原
子
海
水
浴
場
（
茨
城

県
日
立
市
）

対
象
＝
小
学
校
3
年
生
以
上
の
子

ど
も
会
・
育
成
会
会
員

申
し
込
み
＝
6
月
30
日
（
水
）
ま

で
に
、
地
元
の
子
ど
も
会
・
育
成

会
役
員
へ
。

５
‐
６
５
１
１
）
へ
。

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
長
寿
課
（
☎

内
線
５
５
７
）

桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

期
日
＝
６
月
19
日
（
土
）
、
７
月

３
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３

時
※
1
日
５
回
上
演

場
所
＝
桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

館
（
有
鄰
館
内
）

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
６
６
）

イ
ベ
ン
ト

市長杯スポーツ交流大会日程

申
込
締
切
＝
６
月
30
日
（
水
）

▼
登
録
販
売
者
試
験
対
応
　
登
録

販
売
者
講
座

期
日
＝
７
月
15
日
か
ら
令
和
４
年

１
月
20
日
ま
で
の
毎
週
木
曜
日

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

募
集
人
数
＝
20
人
（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
２
万
８
６
０
０
円

申
込
締
切
＝
７
月
２
日
（
金
）

▼
エ
ク
セ
ル
講
座

期
日
＝
７
月
28
日
か
ら
８
月
30
日

ま
で
の
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分対
象
＝
簡
単
な
文
字
入
力
や
マ
ウ

ス
操
作
の
出
来
る
人

募
集
人
数
＝
10
人
（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
１
万
３
２
０
０
円

申
込
締
切
＝
７
月
９
日
（
金
）

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
講
座

「
チ
ェ
ア
ヨ
ガ
」

期
日
＝
７
月
21
日
（
水
）
・
28
日

（
水
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分場
所
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化
会
館
ス

カ
イ
ホ
ー
ル
Ｂ

対
象
＝
県
内
に
居
住
す
る
お
お
む

ね
50
歳
以
上
で
、
２
日
間
と
も
受

講
で
き
る
人

募
集
人
数
＝
40
人
（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
５
０
０
円

申
し
込
み
＝
７
月
７
日
（
水
）
ま

で
に
、
電
話
で
群
馬
県
長
寿
社
会

づ
く
り
財
団
（
☎
０
２
７
‐
２
５

問
い
合
わ
せ
＝
新
里
図
書
館
（
☎

74
８
０
８
０
）

▼
お
や
こ
で
に
っ
こ
り

　
オ
ン
ラ
イ
ン
お
は
な
し
会

期
日
＝
6
月
12
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
30
分
か
ら
30
分

程
度

募
集
人
数
＝
親
子
5
組（
先
着
順
）

申
し
込
み
＝
直
接
ま
た
は
電
話
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
図
書
館
（
☎
47
４
３

４
１
、toshokan@

city.kiryu
.lg.jp

）
へ
。
※
Ｅ
メ
ー
ル
で
申

し
込
む
場
合
は
保
護
者
氏
名
、
子

ど
も
の
名
前
と
生
年
月
日
、
住
所
、

日
中
連
絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
、

当
日
使
用
す
る
機
器
の
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
＝
青
少
年
課
（
☎
47

２
１
８
４
）

６
月
の
お
は
な
し
会
　

▼
み
ん
な
あ
つ
ま
れ
　

　
あ
お
ぞ
ら
お
は
な
し
会

期
日
＝
6
月
26
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
11
時
か
ら
30
分
程
度

場
所
＝
新
川
公
園
※
雨
天
時
は
中

央
公
民
館

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

▼
え
ほ
ん
は
と
も
だ
ち

　
図
書
館
お
は
な
し
会

期
日
＝
6
月
12
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
11
時
か
ら
30
分
程
度

場
所
＝
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
3
階

●市長杯少年少女スポーツ交流会（小学生）

競技 期日 場所

軟式野球
11月27日（土）
～ 12月11日（土）

小倉クラッチ・ス
タジアム（桐生球
場）

ミニバスケット
ボール男女

12月18日（土）
・19日（日）

桐生ガススポーツ
センター（市民体
育館）

●市長杯スポーツ交流会（大人）

競技 期日 場所

バレーボール
７月４日（日）
・11日（日）

北体育館

バドミントン ８月１日（日）
桐生ガススポーツ
センター（市民体
育館）

軟式野球
９月12日（日）
～ 10月10日（日）

小倉クラッチ・ス
タジアム（桐生球
場）、広沢球場

ソフトテニス ９月５日（日） 相生庭球コート

ソフトボール
9月12日（日）、
10月3日（日）

桐生球場附属球場、
市民広場、新里補
助グラウンド

還暦野球
11月2日（火）・
4日（木）・5日（金）・
8日（月）・9日（火）

小倉クラッチ・ス
タジアム（桐生球
場）

ボウリング 11月21日（日） 桐生スターレーン

　新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期
もしくは中止となる場合があります。
問い合わせ＝スポーツ・文化振興課（☎内線657）

19 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



く
子
育
て
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

期
日
＝
6
月
22
日
（
火
）
・
29
日

（
火
）
、
7
月
6
日
（
火
）
・
12

日
（
月
）
・
20
日
（
火
）
・
27
日

（
火
）
※
全
日
程
の
参
加
が
原
則

で
す
。
ご
都
合
の
悪
い
日
が
あ
れ

ば
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

対
象
＝
0
～
3
歳
児
の
母
親

募
集
人
数
＝
8
人
（
先
着
順
）

持
ち
物
＝
筆
記
用
具
※
託
児
を
利

用
す
る
人
は
、
お
む
つ
・
着
替
え

な
ど

申
し
込
み
＝
電
話
で
子
育
て
相
談

課
（
☎
43
２
０
０
９
）
へ
。

不
妊
・
不
育
症
治
療
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

対
象
＝
市
内
に
１
年
以
上
居
住
す

る
、
医
療
保
険
に
加
入
し
、
市
税

な
ど
の
滞
納
が
な
い
法
律
上
の
夫

婦治
療
期
間
＝
４
月
１
日
～
令
和
４

年
３
月
31
日

●
不
妊
治
療
費
助
成
金

助
成
額
＝
保
険
診
療
一
部
負
担
金

と
保
険
適
用
外
医
療
費
の
２
分
の

１
で
、
上
限
10
万
円
。
※
県
の
助

成
を
受
け
た
場
合
は
、
対
象
医
療

費
総
額
か
ら
県
の
助
成
額
を
差
し

引
い
た
額
の
２
分
の
１
で
上
限
10

万
円
。
申
請
は
同
じ
年
度
内
で
1

回
。

●
不
育
症
治
療
費
助
成
金

助
成
額
＝
保
険
診
療
一
部
負
担
金

企
画
展
「
桐
生
に
も
あ
る

“
日
本
遺
産
”
」

期
日
＝
６
月
５
日
（
土
）
～
10
月

３
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時

場
所
＝
絹
撚
記
念
館

費
用
＝
高
校
生
以
上
１
５
０
円
、

小
・
中
学
生
50
円

問
い
合
わ
せ
＝
絹
撚
記
念
館
（
☎

44
２
３
９
９
）

花
菖
蒲
ま
つ
り

期
日
＝
6
月
5
日
（
土
）
～
20
日

（
日
）

時
間
＝
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時場
所
＝
吾
妻
公
園
花
菖
蒲
園

問
い
合
わ
せ
＝
吾
妻
公
園
（
☎
22

８
６
３
６
）

※
あ
や
め
茶
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
中

止
し
ま
す
。

八
木
節
交
流
広
場

期
日
＝
６
月
19
日
（
土
）
、
７
月

３
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所
＝
本
町
三
丁
目
ト
ポ
ス
、
あ

ー
と
ほ
ー
る
鉾
座（
本
町
四
丁
目
）

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課（
☎

内
線
３
６
９
）

桐
生
え
き
な
か
市

　
新
鮮
な
産
直
野
菜
や
手
作
り
の

加
工
品
な
ど
を
販
売
し
ま
す
。

期
日
＝
６
⺼
20
日
（
日
）
・
27
日

（
日
）
、
７
月
４
日

時
間
＝
午
前
９
時
～
11
時
30
分
※

売
り
切
れ
次
第
終
了

場
所
＝
Ｊ
Ｒ
桐
生
駅
南
口

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
６
６
）

本
文

マ
マ
＆
パ
パ
教
室

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

対
象
＝
9
月
、
10
月
、
11
月
出
産

予
定
の
初
妊
婦
と
夫

募
集
人
数
＝
15
組
（
先
着
順
）

持
ち
物
＝
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記

用
具
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

申
し
込
み
＝
各
回
の
１
週
間
前

ま
で
に
、
電
話
で
子
育
て
相
談

課
（
☎
43
２
０
０
９
）
へ
。

▼
第
１
回
＝
歯
科
衛
生
士
・
栄
養

士
・
助
産
師
に
よ
る
講
話
、
希
望

者
へ
の
助
産
師
相
談

期
日
＝
7
月
6
日
（
火
）

時
間
＝
午
後
1
時
15
分
～
5
時

▼
第
２
回
＝
赤
ち
ゃ
ん
の
お
ふ
ろ

な
ど

期
日
＝
7
月
10
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
9
時
～
正
午

Ｎ
Ｐ
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
育
児
・
家
事
・
仕
事
な
ど
の
身

の
回
り
の
悩
み
を
母
親
同
士
で
共

有
し
、
解
決
方
法
を
見
つ
け
て
い

子
育
て

と
保
険
適
用
外
医
療
費
の
２
分
の

１
で
、
上
限
20
万
円
。
申
請
は
同

じ
年
度
内
で
1
回
。

申
し
込
み
＝
申
請
書
を
直
接
子
育

て
相
談
課（
保
健
福
祉
会
館
1
階
）

ま
た
は
新
里
・
黒
保
根
保
健
セ
ン

タ
ー
へ
。
申
請
用
紙
は
同
課
、
新

里
・
黒
保
根
保
健
セ
ン
タ
ー
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
子
育
て
相
談
課

（
☎
43
２
０
０
３
・
43
２
０
０
９
）、

新
里
保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎
74
５
５

５
０
）、
黒
保
根
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
96
２
２
６
６
）へ
。

発
達
相
談
会

　
４
歳
か
ら
中
学
生
ま
で
の
発
達

相
談
に
応
じ
ま
す
。

期
日
＝
７
月
２
日（
金
）・
３
日

（
土
）・
５
日（
月
）・
12
日（
月
）・

19
日（
月
）・
26
日（
月
）

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４

時場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
子
育
て
相
談

課
（
☎
43
２
０
０
０
）
へ
。

児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
の
提
出
を

　
対
象
と
な
る
人
に
は
現
況
届
の

用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
記
入
し
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
＝
６
月
30
日（
水
）（
必

着
）※
手
続
き
に
時
間
が
か
か
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
早
め
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
子
育
て
支
援
課

（
☎
47
１
１
５
０
）、
新
里
支
所
市

民
生
活
課（
☎
74
２
９
０
４
）、
黒

保
根
支
所
市
民
生
活
課（
☎
96
２

１
１
２
）

東
部
児
童
相
談
所
巡
回
相
談

　
療
育
手
帳
の
新
規
取
得
、
更
新

の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

期
日
＝
７
月
８
日
（
木
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
子
育
て
相
談

課
（
☎
43
２
０
０
０
）
へ
。

　
本
文

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

　
熱
中
症
予
防
の
正
し
い
知
識
を

持
ち
、
健
康
被
害
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。

①
水
分
と
塩
分
を
上
手
に
補
給

　
高
齢
者
は
、
若
い
人
に
比
べ
て

の
ど
が
渇
き
に
く
い
の
が
特
徴
で

す
。
の
ど
の
渇
き
を
感
じ
な
く
て

も
こ
ま
め
に
水
分
を
摂
り
ま
し
ょ

う
。
ミ
ネ
ラ
ル
・
塩
分
な
ど
が
入

っ
た
も
の
は
よ
り
効
果
が
あ
り
ま

す
。

②
室
内
の
温
度
と
湿
度
の
管
理

　
室
内
の
温
度
が
28
度
に
な
る
よ

う
に
エ
ア
コ
ン
や
扇
風
機
で
調
節

し
、
エ
ア
コ
ン
が
な
い
場
合
は
、

健
康

くらしガイド
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人口と世帯（４月 30日現在）

人口 107,395人 （ －206人）

男 51,819人 （  －91人）

女 55,576人 （ －115人）

世帯 49,641世帯 （ －21世帯）

（ ）内は前月比

窓
を
開
け
て
風
通
し
を
よ
く
し
ま

し
ょ
う
。

③
服
装
を
工
夫
す
る 

　
汗
が
す
ぐ
乾
く
よ
う
な
、
吸
湿

性
と
通
気
性
の
良
い
衣
服
を
選
び

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
外
出
の
際
に

は
帽
子
や
日
傘
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

④
日
陰
を
味
方
に
す
る

　
外
を
歩
く
と
き
は
日
陰
を
選
び
、

直
射
日
光
を
避
け
ま
し
ょ
う
。
室

内
は
す
だ
れ
や
カ
ー
テ
ン
な
ど
で

直
射
日
光
を
防
ぎ
、
風
通
し
を
よ

く
す
る
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
長
寿
課
（
☎

２
６
７
）

精
神
保
健
福
祉
相
談

期
日
＝
毎
月
第
２
木
曜
日

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
桐
生
保
健
福
祉
事
務
所

（
相
生
町
二
丁
目
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
桐
生
保
健
福

祉
事
務
所
（
☎
53
４
１
３
１
）
へ
。

な
ん
で
も
栄
養
相
談

　
大
人
向
け
の
栄
養
や
食
事
に
関

す
る
心
配
事
に
つ
い
て
、
お
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
電
話
で

も
相
談
で
き
ま
す
。
※
相
談
日
は

申
し
込
み
の
時
に
案
内
し
ま
す
。

時
間
＝
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時場
所
＝
健
康
長
寿
課
（
市
役
所
１

階
）

対
象
＝
市
内
に
居
住
す
る
人

申
し
込
み
＝
電
話
で
健
康
長
寿
課

（
☎
内
線
２
６
８
）
へ
。
　

関
連
団
体
か
ら
の

お
知
ら
せ

●
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
㏌
桐
イ
ン

生

（
大
学
連
携
事
業
）

　
群
馬
大
学
大
学
院
理
工
学
府
准

教
授
の
堀
内
宏
明
さ
ん
に
よ
る

「
が
ん
治
療
に
光
を
！
」
と
題
し

た
サ
イ
エ
ン
ス
の
お
話
で
す
。

期
日
＝
6
月
12
日
（
土
）

時
間
＝
午
後
3
時
～
4
時
30
分

場
所
＝
プ
ラ
ス
ア
ン
カ
ー
（
本
町

六
丁
目
）

費
用
＝
１
０
０
０
円

申
し
込
み
＝
電
話
で
プ
ラ
ス
ア
ン

カ
ー
（
☎
０
８
０

‐
１
１
５
２
‐
０

０
８
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ス
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ン
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●
桐
っ
こ
市

期
日
＝
６
月
か
ら
７
月
ま
で
の
毎

週
土
曜
日

時
間
＝
午
前
９
時
～
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時

場
所
＝
桐
生
地
方
卸
売
市
場（
み

ど
り
市
笠
懸
町
、☎
46
６
２
８
２
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※
マ
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ク
を
着
用
し
て
来
場
し
て

く
だ
さ
い
。

●
労
働
保
険
の
年
度
更
新

　
労
働
保
険
の
令
和
3
年
度
更
新

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
年
度

更
新
手
続
き
に
必
要
な
申
告
書
類

は
、
各
事
業
主
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
、
政
府

が
労
働
保
険
料
と
一
般
拠
出
金
の

額
を
決
定
し
、
さ
ら
に
追
徴
金
を

課
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

期
間
＝
6
月
1
日
（
火
）
～
7
月

12
日
（
月
）

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
労
働
局
総
務

部
労
働
保
険
徴
収
室（
☎
０
２
７
‐

８
９
６
‐
４
７
3
４
）、
労
働
基
準

監
督
署（
☎
44
３
５
２
３
）、
公
共

職
業
安
定
所（
☎
22
８
６
０
９
）

口から健康プログラムの受付開始
　歯科医院で集中的な個別プログラムを実施し、口
の働きを維持するための知識と技術を身につけます。
対象＝市内に居住する65歳以上の人のうち、チェ
ックシートで１項目以上に該当する人
申し込み＝登録歯科医院などにあるチェックシート
に記入し、該当した場合は予約してください。なお、
チェックシートは健康長寿課（市役所１階）、新
里・黒保根支所市民生活課、両保健センター、各地
域包括支援センター、市ホームページにもあります。
受付期間＝６月から12月まで
問い合わせ＝健康長寿課長寿支援係（☎内線557）

登録歯科医院一覧
歯科医院名 電話番号 場所

相生なかじま歯科医院 55 ‐ 4677 相生町二丁目
アクツ歯科医院 54 ‐ 4182 相生町二丁目
あずま歯科クリニック 97 ‐ 2575 みどり市東町
MM 歯科・矯正歯科 47 ‐ 6701 広沢町四丁目
大塚歯科クリニック 47 ‐ 3990 天神町三丁目
かねこ歯科医院 44 ‐ 8249 境野町二丁目
金子歯科医院 54 ‐ 3344 相生町五丁目
北川歯科医院 45 ‐ 2085 巴町二丁目
小林歯科医院 22 ‐ 6255 堤町二丁目
小林歯科クリニック 44 ‐ 5333 本町六丁目
坂爪歯科医院 53 ‐ 2540 広沢町三丁目
さくらぎ歯科医院 55 ‐ 5815 相生町一丁目
塩崎歯科医院 22 ‐ 4574 宮前町一丁目
じゅん歯科医院 22 ‐ 8818 菱町二丁目
すが歯科医院 72 ‐ 1491 みどり市大間々町
須永歯科医院 22 ‐ 8410 永楽町
すなが歯科クリニック 30 ‐ 6480 新里町新川
髙木歯科医院 47 ‐ 1682 清瀬町
長澤歯科医院 45 ‐ 2446 本町四丁目
ほしの歯科 30 ‐ 3221 境野町二丁目
ますやま歯科医院 44 ‐ 5300 仲町一丁目
松本歯科医院 52 ‐ 7008 広沢町五丁目
松本歯科医院 44 ‐ 3065 琴平町
ミナミ歯科 44 ‐ 7602 新宿二丁目
山﨑歯科医院 22 ‐ 4868 永楽町
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くらしの便利ガイド

乳 幼 児 の 健 康 診 査 な ど
　新型コロナウ
イルス感染症拡
大防止のため健
康診査などが延
期・中止となる
場合があります。
対象者に通知を
送付しますので
ご確認ください。
　市ホームペー
ジや桐生ふれあ
いメールでも確
認できます。
問い合わせ＝子
育て相談課（☎
43‐2003、43
‐2009）

行事 期日 場所

３か月児健康診査 ７/28（水）

保健福祉会館
（末広町）

１歳児かみかみ教室 ７/19（月）

１歳６か月児健康診査 ７/27（火）

２歳児歯科健康診査 ７/16（金）

３歳児健康診査 ７/21（水）

育児相談 ７/30（金）

すこやか栄養相談 随時

もぐもぐ離乳食 ７/13（火）

ステップアップ！離乳食 ７/13（火）

１歳６か月児かみかみ教室 ７/７（水） 新里総合
センター３歳児健康診査 ７/２（金）

３か月10か月児健康診査 ７/29（木）
新里町保健

文化センター

各 種 相 談 案 内
相談・内容 期日・時間 場所 問い合わせ

市民相談
（日常生活全般の相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

市民相談室（市役所２階）
市民相談室（☎内線355・503）
※電話での相談にも応じます

無料法律相談
（弁護士による相談）
※２週間前から要予約（午前９
時～午後４時）

６月10日・17日・24日、７月１日の各木曜
日、午前10時～正午

市民相談室（市役所２階）市民相談室（☎内線355・503）

人権相談
（人権侵害や差別などに関する
相談）
行政相談

（国などの仕事への要望・苦情）

（人権相談）６月８日（火）・22日（火）
（行政相談）６月15日（火）、７月６日（火）
午後１時30分～３時30分

市民相談室（市役所２階）

人権相談…地域づくり課（☎
内線317）
行政相談…市民相談室（☎内
線355・503）

７月１日（木）
午前９時30分～11時30分

新里総合センター３階
新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

６月21日（月）午前９時～11時 黒保根支所２階
黒保根支所市民生活課
（☎96‐2111）

消費生活相談
（消費生活の苦情や相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

桐生市消費生活センター
（保健福祉会館４階）

桐生市消費生活センター
（☎40‐1112）

労働相談
（職場のトラブルに関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時15分

ぐんま県民労働相談センター（☎0120‐54‐6010）

ぐんま若者サポート
ステーション出張相談
※対象＝15歳～49歳の人と家族

（働くことに関する相談）

６月16日（水）午前10時～午後４時
※要予約（水・木・金曜日の午前10時～
午後６時、第２・４土曜日の午前10時～
午後５時）

勤労福祉会館３階
ぐんま若者サポートステーショ
ン東毛常設サテライト
（☎0276‐57‐8222）

コロナ禍相談窓口
（事業者向け経営相談）

火・木曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時※電話で要確認

職業訓練センター
群馬県よろず支援拠点専用電
話（☎070‐4195‐4729）

子育て相談
（子育て相談に関すること）

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分

保健福祉会館１階 子育て相談課（☎0120‐10‐
7867、☎43‐2000、kosodate
sodan@city.kiryu.lg.jp）土・日曜日（祝日を除く）

午前10時～午後４時
保健福祉会館３階

児童虐待通報
（児童虐待と思ったら） 24時間対応

群馬県東部児童相談所（☎0276‐57‐6111）
児童相談所全国共通ダイヤル（☎189「いち・はや・く」）

※福祉、介護、教育、育児などの相談には、それぞれの担当課で応じています。
※土、日、祝日は、群馬県東部児童相談所を除き、各相談業務、予約の受け付けとも行っていません。

子育てぷらす

　１、２歳のお子さんの多くは、歯の
仕上げ磨きを嫌がります。しかし、仕
上げ磨きをしていないと、１歳でも虫
歯になることがあります。仕上げ磨き
をするときは、お子さんを寝かせて、
唇のヒダに注意して、痛くないように
磨きましょう。また、数を10まで数
えてあげるなど、終わりの目安を教え
てあげるのも一つの方法です。特に、
寝る前の歯磨きでは、しっかりと仕上
げ磨きをしてください。

問い合わせ＝子育て相談課子育て支
援センター（☎46‐5031）

仕上げ磨きをしましょう

広報きりゅう令和３年６月号 22



※受診の際は各病医院などに事前に問い合わせください。休日当番医・接骨院
は変更になる場合があります。

救急病院案内テレホン ☎22‐0099（24時間対応）

 休日緊急歯科診療所  ☎ 45 ｰ 1397
期日＝日曜日、祝日、年末年始
時間＝午前 10 時～午後２時 30 分
※受診の際は、事前にご連絡ください。
場所＝桐生市歯科医師会館（堤町三丁目３‐２、
　　　赤岩橋堤町側交差点付近）

　６・７月　休日当番医   時間：午前９時～午後６時
期日 診療科目 病医院（電話番号） 場所

６月６日
（日）

内・小児科 飯山医院（ 76 ‐ 9130 ） みどり市笠懸町

内・外科 村岡醫院（ 45 ‐ 2888 ） 本町三丁目

眼科 青木眼科（ 72 ‐ 7070 ） みどり市大間々町

13 日
（日）

内・小児科 下山内科医院（ 74 ‐ 3322 ） 新里町新川

内科 藤井内科医院（ 44 ‐ 8897 ） 境野町六丁目

婦人科 高橋産婦人科医院（ 53 ‐ 8531 ） 相生町二丁目

20 日
（日）

児・皮膚科 しむらクリニック（ 52 ‐ 5253 ） 相生町一丁目

内・消・呼・循・小児科 松井内科医院（ 70 ‐ 7610 ） みどり市笠懸町

外・整形外科 こんどう整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医院（ 44 ‐ 5066 ）仲町二丁目

27 日
（日）

内・小児科 金沢医院（ 52 ‐ 0898 ） 相生町一丁目

内科 大和病院（ 45 ‐ 1551 ） 稲荷町

麻・内科 アイダ痛みのクリニック（ 30 ‐ 7077 ）みどり市大間々町

７月４日
（日）

児・耳鼻咽喉科 おりひめ医院（ 47 ‐ 1248 ） 織姫町

内・消化器内科 かぶらぎ内科クリニック（ 70 ‐ 7575 ）みどり市笠懸町

内・外科 赤南診療所（ 74 ‐ 8344 ） 新里町小林

 平日夜間急病診療所  ☎ 47 ｰ 2501
期日 = 月 ~ 土曜日（祝日を除く）
時間 = 午後 7 時 30 分 ~10 時 30 分
診療科目 = 内科、小児科
場所 = 桐生メディカルセンター 1 階（元宿町）

６・７月　休日当番接骨院
時間：午前９時～午後３時
※接骨院により時間を延長する場合があります。
期日 接骨院（電話番号） 場所

6月6日 さいとう接骨院（ 43‐8574 ）新宿一丁目

（日） 吉田接骨院（ 52‐0606 ） 相生町二丁目

13 日 武藤接骨院（ 22‐4667 ） 宮前町一丁目

（日） アース接骨院（ 51‐4276 ）みどり市笠懸町

20 日 高田接骨院（ 43‐1713 ） 境野町二丁目

（日） なかじま接骨院（ 73‐6902 ）みどり市大間々町

27 日 すわ接骨院（ 46‐0901 ） 末広町

（日） 高橋接骨院（ 52‐0846 ） 広沢町五丁目

7月4日 中里接骨院（ 52‐6336 ） 広沢町一丁目

（日） いけだ整骨院（ 43‐5233 ）東四丁目

広
告

今月の納税

市民税・県民税…第１期

６月30日（水）が納期限です

コンビニエンスストアや銀行などの
ペイジー対応ＡＴＭ、スマートフォ
ンアプリからも納付できます。口座
振替の利用者は預貯金残高の確認を
お願いします。

時間＝午前８時30分～午後５時15分
休業日＝土、日、祝日、年末年始
※ 市役所パスポート窓口は午前９時から

午後４時30分までです。
日曜窓口（住民基本台帳・戸籍業務）
時間＝午前９時～午後１時
〇�市役所
期日＝ ６月６日・20日、７月４日

〇�新里支所、境野・広沢・梅田・�
相生・川内・菱公民館
期日＝ ６月６日、７月４日
※マイナンバー業務は、市役所と新里
支所で６月６日、７月４日に受け付け
ます。なお、マイナンバーカード交付
は、時間を延長する場合があります。
詳しくは市民課（☎内線246）へ。

市役所・支所業務時間

23 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）
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シリーズ　「施設紹介」　第４回

小
こ や ま

山 千
せんざぶろう

三郎ちゃん
１歳２か月

（相生町一丁目）

阿
あ べ

部 創
そ う た ろ う

太郎ちゃん
２歳９か月

（相生町一丁目）

伊
い と う

藤 吏
り つ

津ちゃん
２歳３か月

（境野町七丁目）

　この度オープンした新市民体育館は、スポーツ競技や

各種イベントなど多目的に活用できるだけでなく、防災、

健康や環境面としても非常に重要な役割を担っています。

　なお、施設の名称はネーミングライツを利用し、「桐生

ガススポーツセンター」になりました。
メインアリーナは、バレーボール３面、バスケットボール
２面、バドミントン 10 面のコートが使用できます。　

場所＝相生町三丁目 300

開館時間＝午前９時から午後

９時まで

施設＝メインアリーナ、サブ

アリーナ、トレーニングルー

ム、キッズコーナーなど

問い合わせ＝桐生ガススポー

ツセンター（☎ 54‐ 5705）

※利用方法などは、市ホーム

ページをご覧ください。

施設案内施設案内

桐生ガススポーツセンター桐生ガススポーツセンター

パチリいい顔 桐生っ子
　市内に居住する３歳まで（申し込
み時）の桐生っ子を募集します。
申し込み ＝ Ｅメール （miryoku@
city.kiryu.lg.jp）にお子さんの氏名
（ふりがな）、生年月日、住所、保
護者氏名、電話番号を記入し、お子
さんの画像データを添付のうえ、魅
力発信課（☎内線505）へ。

（市民体育館）（市民体育館）


